
復

興

特

別

所

得

税

に

関

す

る

政

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
控
除
）

（
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
控
除
）

第
二
条
の
二

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め

第
二
条
の
二

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め

る
金
額
は
、
同
項
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年

る
金
額
は
、
同
項
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
十
三
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し

法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
十
三
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し

た
場
合
の
所
得
税
の
額
と
し
、
附
帯
税
（
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十

た
場
合
の
所
得
税
の
額
と
し
、
附
帯
税
（
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十

六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
附
帯
税
を
い
う
。
第
六
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お

六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
附
帯
税
を
い
う
。
第
五
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

い
て
同
じ
。
）
の
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
金

２

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
金

額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
の
み
を
基
準
所
得
税
額
（
法
第
十

額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
の
み
を
基
準
所
得
税
額
（
法
第
十

条
に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
を
い
う
。
第
六
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に

条
に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
を
い
う
。
第
五
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
法
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
復
興
特

て
法
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
相
当

別
所
得
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。

す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。

３

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
三
項
第
四

３

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
三
項
第
四

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
所
得
税
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
所
得
税
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第
六
項
」
と

あ
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第
五
項
」
と

あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
条
」
と
、
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
及
び
租
税

あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
条
」
と
、
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
及
び
租
税

特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
」
と
、
前
項
中
「
の
み
」
と
あ
る
の
は
「

る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
」
と
、
前
項
中
「
の
み
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の

及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の

額
を
除
く
。
）
の
み
」
と
す
る
。

額
を
除
く
。
）
の
み
」
と
す
る
。

４

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

４

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
所
得
税
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及

れ
た
所
得
税
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
以
下

び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
以
下

こ
の
条
」
と
、
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四

こ
の
条
」
と
、
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
」
と

十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
」
と

、
第
二
項
中
「
の
み
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第

、
第
二
項
中
「
の
み
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
の
み
」
と
す
る
。

一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
の
み
」
と
す
る
。

５

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
特
定
居
住
者
（
所
得
税
法

第
百
二
条
に
規
定
す
る
そ
の
年
に
お
い
て
非
居
住
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
居
住
者

1



で
あ
る
者
又
は
そ
の
出
国
の
日
ま
で
の
間
に
非
居
住
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
そ
の

年
の
中
途
に
お
い
て
出
国
を
す
る
居
住
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
百
五
十
八
条
第
四
項
中
「
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「

受
け
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源

の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
（
復
興
特
別
所
得
税
に
係

る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
」
と
、
「

所
得
税
の
額
に
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
の
額
の
み
を
特
別
措
置
法
第
十
条
（
基
準
所

得
税
額
）
に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
と
し
て
特
別
措
置
法
第
十
三
条
（
個
人
に
係
る

復
興
特
別
所
得
税
の
税
率
）
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
復
興
特
別
所
得
税

の
額
に
」
と
、
「
（
法
」
と
あ
る
の
は
「
（
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
」
と
、
「
及
び
法
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
特
別
措

置
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
」
と
、
「
を
第

一
項
第
四
号
の
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
が
当
該
所
得
税
の
額
と
そ
の
年
分
の
第

一
項
第
四
号
の
所
得
税
の
額
と
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
超
え
る
場
合
に
限
り

、
そ
の
超
え
る
金
額
を
そ
の
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

６
・
７

省

略

５
・
６

同

上

８

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

７

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
所
得
税
法
第
百
六
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け

れ
た
所
得
税
法
第
百
六
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
除

る
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
除

く
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の

く
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の

額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

９

特
定
非
居
住
者
（
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
（
そ
の
年
の
中
途
に
お
い
て
死
亡
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
の
日
）
に
お
い
て
非
居
住
者
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で

そ
の
年
に
お
い
て
居
住
者
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
年
の
中
途
に
お

い
て
出
国
（
同
条
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
出
国
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
す
る
非
居
住
者
で
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
そ
の
出
国
の
日
ま
で
の

間
に
居
住
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る

2



金
額
は
、
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
外
国
税
額
の
控
除
）

（
外
国
税
額
の
控
除
限
度
額
の
計
算
）

第
三
条

省

略

第
三
条

同

上

２

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
は
、
特
定
居
住
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
行
う
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
九
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
十
二
条
」
と
、
「
所
得
税
の
額
に
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
の
額
の
み
を
東
日
本
大

震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る

特
別
措
置
法
第
十
条
（
基
準
所
得
税
額
）
に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
と
し
て
同
法
第

十
三
条
（
個
人
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
税
率
）
及
び
第
十
三
条
の
二
（
分
配
時
調

整
外
国
税
相
当
額
の
控
除
）
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
復
興
特
別
所
得
税

の
額
に
」
と
、
「
を
第
一
項
第
四
号
の
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
が
こ
れ
ら
の
所

得
の
金
額
に
つ
い
て
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
に
当
該
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
限

り
、
そ
の
超
え
る
金
額
を
そ
の
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

３

省

略

２

同

上

４

特
定
非
居
住
者
の
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か
ら

控
除
す
る
金
額
は
、
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条

第
五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
予
定
納
税
）

（
予
定
納
税
）

第
四
条

第
四
条

所
得
税
法
施
行
令
第
二
編
第
五
章
第
一
節
（
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す

べ
き
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復
興
特
別

２

同

上

所
得
税
の
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
復
興
特
別
所
得
税
納
付
額
」
と
い
う
。
）
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
復
興
特
別
所
得
税
納
付
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
全
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
端
数
金

額
等
」
と
い
う
。
）
に
第
一
号
に
掲
げ
る
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
か
ら
第
二
号
に
掲

げ
る
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
整
後
端
数
金
額
等
」
と
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い
う
。
）
が
五
十
銭
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
等
を
切
り
捨
て
る
も
の
と

し
、
そ
の
調
整
後
端
数
金
額
等
が
五
十
銭
超
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
等
を
一

円
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２

省

略

３

同

上

（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）

（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）

第
六
条

法
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
施
行
令

第
六
条

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に

同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
八

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
百
六
十

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
百

六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
税
の
額
及
び
当
該
所

六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

得
税
の
額
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

２

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
十
四
項
に

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で

準
用
す
る
。

あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規

３

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規

定
は
、
法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
を
猶
予
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

定
は
、
法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
を
猶
予
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
六
項
第
一
号
中
「
納
税
猶

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
六
項
第
一
号
中
「
納
税
猶

予
分
の
所
得
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に

予
分
の
所
得
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に

係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
百
二
十
条
第
一
項
第
三
号

係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
百
二
十
条
第
一
項
第
三
号

（
確
定
所
得
申
告
）
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を

（
確
定
所
得
申
告
）
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律

号
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告
）
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
十
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
の
端
数
計
算
及
び
当
該

４

法
第
十
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
の
端
数
計
算
及
び
当
該

納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
端
数

納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
端
数

計
算
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
並

計
算
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
前
項
に
お

び
に
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
額
の

い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
額
の
合
計
額
に
よ
っ

合
計
額
に
よ
っ
て
行
い
、
当
該
合
計
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の

て
行
い
、
当
該
合
計
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
全
額
が
百
円
未

全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。

満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。

５

省

略

５

同

上

６

第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
九
項
に
規
定
す
る
贈
与
納
税
猶
予
分
の
所
得
税

６

第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
九
項
に
規
定
す
る
贈
与
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
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額
及
び
当
該
贈
与
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
復
興
特
別
所

額
及
び
当
該
贈
与
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
復
興
特
別
所

得
税
の
額
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
及
び
当
該

得
税
の
額
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
及
び
当
該

相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額

相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
中
「
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
中
「
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第

四
項
及
び
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
六
条
の
三
第
十
項
及
び
第
十
三
項
」

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
六
条
の
三
第
十
項
」
と
、
「
前
項
に
お
い
て
準
用

と
、
「
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
」
と
読

す
る
同
条
第
十
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

第
七
条

法
第
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
す

第
七
条

同

上

る
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
二
編
第
五
章
第
三
節
第
一
款

（
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
百
九
十
七

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
確
定
申
告
書
」

と
あ
る
の
は
「
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
」
と
、
「
源
泉
徴
収
税
額
」
と
あ
る
の
は
「

源
泉
徴
収
特
別
税
額
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
百
六
十
七

第
二
百
六
十
三
条
第

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
五

同

上

同

上

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
平

条
第
五
項

二
項
本
文

条
第
一
項
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申

成
二
十
四
年
政
令
第
十
六
号
）
第
五
条

告
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六
十

第
一
項
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告

三
条
第
二
項
本
文

）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六
十
三

条
第
二
項
本
文

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
百
六
十
九

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

条

法
第
百
三
十
九
条
第

特
別
措
置
法
第
十
九
条
第
七
項
に
お
い

同

上

特
別
措
置
法
第
十
九
条
第
七
項
に
お
い

三
項
若
し
く
は

て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
九
条
第
三
項

て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
九
条
第
三
項

（
予
納
税
額
の
還
付
）
若
し
く
は
特
別

若
し
く
は
特
別
措
置
法
第
二
十
三
条
第
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措
置
法
第
二
十
三
条
第
七
項
（
更
正
等

七
項
（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別

に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付

税
額
等
の
還
付
等
）
に
お
い
て
準
用
す

等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法

る
法

省

略

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

２

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

２

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
に

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
還
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
還
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で

準
用
す
る
。

あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
修
正
申
告
の
特
例
）

（
修
正
申
告
の
特
例
）

第
七
条
の
二

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
七
十
三
条
の
二
（
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お

第
七
条
の
二

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
七
十
三
条
の
二
（
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
所
得
税
法
第
百
五
十
一
条
の
六
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第
百
六
十
六
条
に
お
い

用
す
る
所
得
税
法
第
百
五
十
一
条
の
六
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

第
八
条

省

略

第
八
条

同

上

２

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
が
あ
っ
た
も
の
と

２

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
還

さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一

付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
課
税
標
準
の
端
数
計
算
等
）

（
課
税
標
準
の
端
数
計
算
等
）

第
九
条

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規

第
九
条

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第

定
を
法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
按

五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

あ
ん

分
さ
れ
た
復
興
特
別
所
得
税
の
額
又
は
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（
法
第
三
十
一
条
第
三

）
の
規
定
に
よ
り
按
分
さ
れ
た
復
興
特
別
所
得
税
の
額
又
は
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（

あ
ん

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
充
当
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ

法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
充
当
が

る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未

あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は

満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
源
泉
徴
収
義
務
等
）

（
源
泉
徴
収
義
務
等
）

第
十
条

省

略

第
十
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規

３

同

上

定
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
所
得
税
と
併
せ
て
徴
収
及
び
納
付
又
は
還
付
を
す
べ
き

復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
租
税
特

別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
の
十
一
第
九
項
各
号
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
二

十
六
条
の
十
二
第
二
項
中
「
納
付
す
べ
き
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
納
付
す
べ
き
所
得

税
の
額
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

一
の
二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定

租
税
特
別
措

一
の
二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定

租
税
特
別
措

置
法
第
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り

置
法
第
九
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り

同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
非
課
税

同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
未

口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
つ
き
同
法
第
八
条
の
三
第
三
項
又
は
第
九
条
の
三

成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
つ
き
同
法
第
八
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び
納
付
を
す
べ
き
所
得
税

の
二
第
二
項
又
は
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び
納
付
を
す
べ

き
所
得
税

二
・
三

省

略

二
・
三

同

上

三
の
二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
三
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項

三
の
二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
三
の
八
第
二
十
二
項
及
び
第
二

の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び

十
三
項
の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ

納
付
を
す
べ
き
所
得
税

り
徴
収
及
び
納
付
を
す
べ
き
所
得
税

四
～
六

省

略

四
～
六

同

上

４

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
九
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
十

４

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
九
項
（
法
第
二
十
九
条

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が

第
二
項
及
び
第
三
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
項
の

あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は

規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端

そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
年
末
調
整
）

（
年
末
調
整
）

第
十
一
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
充
当
又
は
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お

第
十
一
条

所
得
税
法
施
行
令
第
四
編
第
一
章
第
二
節
（
第
三
百
十
一
条
を
除
く
。
）
の

け
る
所
得
税
法
施
行
令
第
四
編
第
一
章
第
二
節
（
第
三
百
十
一
条
を
除
く
。
）
の
規
定

規
定
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
充
当
又
は
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
つ

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

7



第
三
百
十
二
条

特
例
）

特
例
）
及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

同

上

同

上

特
例
）
及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に

興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七

置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う

号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。

。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収

）
第
二
十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義

義
務
等
）
又
は
第
三
十
条
第
一
項
若
し

務
等
）
又
は
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く

く
は
第
二
項
（
年
末
調
整
）

は
第
二
項
（
年
末
調
整
）

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

（
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）

（
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）

第
十
三
条

法
第
四
章
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ

第
十
三
条

同

上

る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

所
得
税
法
施

第
九
十
七
条
第

の
規
定

（
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

同

上

同

上

同

上

（
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

行
令

一
項
第
一
号

復
興
の
た
め
の
施
策
を
実

復
興
の
た
め
の
施
策
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
財

施
す
る
た
め
に
必
要
な
財

源
の
確
保
に
関
す
る
特
別

源
の
確
保
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
以
下
「
特
別
措

措
置
法
（
以
下
「
特
別
措

置
法
」
と
い
う
。
）
第
十

置
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
第
四
項
（
申
告
に
よ

八
条
第
六
項
（
申
告
に
よ

る
納
付
等
）
に
お
い
て
準

る
納
付
等
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定

の
規
定

第
九
十
七
条
第

の
規
定

（
特
別
措
置
法
第
十
八
条

同

上

同

上

（
特
別
措
置
法
第
十
八
条

一
項
第
二
号

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
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の
規
定

定

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
百
二
十
三

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

条

に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
復
興
特
別
所

同

上

に
規
定
す
る
復
興
特
別
所

得
税
控
除
限
度
額
と
し
て

得
税
控
除
限
度
額
と
し
て

政
令
で
定
め
る
金
額
は
、

政
令
で
定
め
る
金
額
は
、

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す

る
政
令
（
平
成
二
十
四
年

る
政
令
第
三
条
第
一
項
（

政
令
第
十
六
号
）
第
三
条

外
国
税
額
の
控
除
限
度
額

第
一
項
（
外
国
税
額
の
控

の
計
算
）
の
規
定
に
よ
り

除
）
の
規
定
に
よ
り
計
算

計
算
し
た
金
額
（
次
条
第

し
た
金
額
（
次
条
第
五
項

五
項
に
お
い
て
「
復
興
特

に
お
い
て
「
復
興
特
別
所

別
所
得
税
の
控
除
限
度
額

得
税
の
控
除
限
度
額
」
と

」
と
い
う
。
）
と
し
、
法

い
う
。
）
と
し
、
法
第
九

第
九
十
五
条
第
二
項
に
規

十
五
条
第
二
項
に
規
定
す

定
す
る

る

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
百
五
十
八

の
控
除
限
度
額

の
控
除
限
度
額
及
び
復
興

第
二
百
八
十
一

所
得
税

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税

条
第
五
項
第
二

特
別
所
得
税
控
除
限
度
額

条
の
二
第
二
項

に
つ
き
特
別
措
置
法
第
二

号

（
復
興
特
別
所
得
税
に
関

十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴

す
る
政
令
第
三
条
第
二
項

収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ

（
外
国
税
額
の
控
除
）
に

り
併
せ
て
徴
収
さ
れ
た
復

お
い
て
準
用
す
る
前
号
に

興
特
別
所
得
税

規
定
す
る
控
除
限
度
額
を

い
う
。
）

第
二
百
八
十
一

所
得
税

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
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条
の
二
第
二
項

に
つ
き
特
別
措
置
法
第
二

十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴

収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ

り
併
せ
て
徴
収
さ
れ
た
復

興
特
別
所
得
税

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
百
九
十
二

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

条
の
十

に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
復
興
特
別
所

同

上

に
規
定
す
る
復
興
特
別
所

得
税
控
除
限
度
額
と
し
て

得
税
控
除
限
度
額
と
し
て

政
令
で
定
め
る
金
額
は
、

政
令
で
定
め
る
金
額
は
、

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す

る
政
令
第
三
条
第
三
項
（

る
政
令
第
三
条
第
二
項
（

外
国
税
額
の
控
除
）
の
規

外
国
税
額
の
控
除
限
度
額

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

の
計
算
）
の
規
定
に
よ
り

（
次
条
第
五
項
に
お
い
て

計
算
し
た
金
額
（
次
条
第

「
復
興
特
別
所
得
税
の
控

五
項
に
お
い
て
「
復
興
特

除
限
度
額
」
と
い
う
。
）

別
所
得
税
の
控
除
限
度
額

と
し
、
法
第
百
六
十
五
条

」
と
い
う
。
）
と
し
、
法

の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

第
百
六
十
五
条
の
六
第
二

項
に
規
定
す
る

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

租
税
特
別
措

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

置
法
施
行
令

第
四
条
の
九
第

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

八
項

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

10



租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
四
条
の
十
第

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

四
項

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
四
条
の
十
一

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
四
項

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

11



別
所
得
税
の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
五
条
第
四
項

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
三
十
三

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
五
条
の
二
の

及
び

並
び
に

第
五
条
の
二
の

第
九
条
の
三
の
二

第
九
条
の
三
の
二
第
一
項

二
第
三
項

三
第
二
項

第
一
項

及
び
特
別
措
置
法
第
二
十

第
九
条
の
三
の
二

第
九
条
の
三
の
二
第
一
項

八
条
第
一
項

第
一
項

及
び
特
別
措
置
法
第
二
十

八
条
第
一
項

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
当
該
所

得
税
の
額
に
係
る
復
興
特

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
及
び
当
該
所

別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

得
税
の
額
に
係
る
復
興
特

別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
十
五
条
の

第
三
十
七
条
の
十

第
三
十
七
条
の
十
四
第
八

第
二
十
五
条
の

第
三
十
七
条
の
十

第
三
十
七
条
の
十
四
の
二

十
三
第
四
十
二

四
第
八
項
の

項
及
び
特
別
措
置
法
第
二

十
三
の
八
第
二

四
の
二
第
八
項
の

第
八
項
及
び
特
別
措
置
法

項

十
八
条
第
一
項
の

十
四
項

第
二
十
八
条
第
一
項
の

12



所
得
税
を
納
付
す

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

所
得
税
を

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

る
同
項

得
税
を
納
付
す
る
法
第
三

得
税
を

十
七
条
の
十
四
第
八
項

同
項

法
第
三
十
七
条
の
十
四
の

及
び

並
び
に

二
第
八
項

の
額

の
額
及
び
当
該
所
得
税
の

の
額

の
額
及
び
当
該
所
得
税
の

額
に
係
る
復
興
特
別
所
得

額
に
係
る
復
興
特
別
所
得

税
の
額
の
合
計
額

税
の
額
の
合
計
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
十
五
条
の

の
額

の
額
及
び
復
興
特
別
所
得

第
二
十
五
条
の

の
額

の
額
及
び
復
興
特
別
所
得

十
七
第
四
十
項

税
の
額

十
七
第
四
十
項

税
の
額

第
二
十
六
条
の

所
得
税
に
つ
き
法

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税

四
の
四

第
四
十
一
条
の
三

に
係
る
復
興
特
別
所
得
税

の
四
第
二
号

に
つ
き
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
財
源
の
確
保
に
関
す
る

特
別
措
置
法
第
三
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
四
十
一
条
の
三
の
四
第

二
号

第
二
百
六
十
一
条

第
二
百
六
十
一
条
第
二
号

第
二
号

（
復
興
特
別
所
得
税
に
関

す
る
政
令
第
四
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）

13



省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
十
六
条
の

控
除
し
た
金
額
を

控
除
し
た
残
額
に
百
分
の

同

上

同

上

控
除
し
た
残
額
に
百
分
の

二
十
八
の
三
の

控
除
し
た
金
額

一
・
一
を
乗
じ
て
計
算
し

二
・
一
を
乗
じ
て
計
算
し

二
第
四
項

た
金
額
と
当
該
残
額
と
の

た
金
額
と
当
該
残
額
と
の

合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

第
二
十
六
条
の

調
整
所
得
税
額
を

調
整
所
得
税
額
を
控
除
し

同

上

同

上

調
整
所
得
税
額
を
控
除
し

二
十
八
の
三
の

控
除
し
た
金
額

た
残
額
に
百
分
の
一
・
一

た
残
額
に
百
分
の
二
・
一

二
第
五
項
第
三

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

号
及
び
第
四
号

と
当
該
残
額
と
の
合
計
額

と
当
該
残
額
と
の
合
計
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

災
害
被
害
者

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

に
対
す
る
租

税
の
減
免
、

第
九
条
第
三
項

所
得
税

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

第
九
条
第
三
項

所
得
税

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

徴
収
猶
予
等

第
三
号
並
び
に

得
税

第
三
号

得
税

に
関
す
る
法

第
十
条
第
一
項

律
の
施
行
に

第
四
号
及
び
第

第
十
条
第
一
項

所
得
税

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

関
す
る
政
令

六
号

第
四
号
及
び
第

得
税

（
昭
和
二
十

六
号

二
年
政
令
第

二
百
六
十
八

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

号
）

外
国
居
住
者

第
十
七
条
第
一

租
税
特
別
措
置
法

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

同

上

同

上

同

上

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

等
の
所
得
に

項

か
ら
令
和
二
十
九
年
十
二

か
ら
令
和
十
九
年
十
二
月

対
す
る
相
互

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発

主
義
に
よ
る

発
行
さ
れ
た
租
税
特
別
措

行
さ
れ
た
租
税
特
別
措
置

所
得
税
等
の

置
法

法

非
課
税
等
に

14



関
す
る
法
律

省

略

省

略

同

上

同

上

施
行
令
（
昭

和
三
十
七
年

第
十
七
条
第
一

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

同

上

同

上

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

政
令
第
二
百

項
各
号

源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税

源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税

二
十
七
号
）

の
額
に
百
分
の
一
・
一
を

の
額
に
百
分
の
二
・
一
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗

当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相

じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相

当
す
る
復
興
特
別
所
得
税

当
す
る
復
興
特
別
所
得
税

の
額

の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
十
七
条
第
二

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

同

上

同

上

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

項
各
号

株
主
等
対
象
償
還
差
益
に

株
主
等
対
象
償
還
差
益
に

対
す
る
所
得
税
の
額
に
百

対
す
る
所
得
税
の
額
に
百

分
の
一
・
一
を
乗
じ
て
計

分
の
二
・
一
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
に
当
該
所
有

算
し
た
金
額
に
当
該
所
有

期
間
割
合
を
乗
じ
て
計
算

期
間
割
合
を
乗
じ
て
計
算

し
た
金
額
に
相
当
す
る
復

し
た
金
額
に
相
当
す
る
復

興
特
別
所
得
税
の
額

興
特
別
所
得
税
の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

租
税
条
約
等

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

の
実
施
に
伴

う
所
得
税
法

第
三
条
第
一
項

租
税
特
別
措
置
法

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

同

上

同

上

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

、
法
人
税
法

か
ら
令
和
二
十
九
年
十
二

か
ら
令
和
十
九
年
十
二
月

及
び
地
方
税

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発

法
の
特
例
等

発
行
さ
れ
た
租
税
特
別
措

行
さ
れ
た
租
税
特
別
措
置

に
関
す
る
法

置
法

法

律
施
行
令
（

昭
和
六
十
二

省

略

省

略

同

上

同

上
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年
政
令
第
三

百
三
十
五
号

第
三
条
第
一
項

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

）

各
号

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

同

上

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税

源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税

の
額
に
百
分
の
一
・
一
を

の
額
に
百
分
の
二
・
一
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗

当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相

じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相

当
す
る
復
興
特
別
所
得
税

当
す
る
復
興
特
別
所
得
税

の
額

の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
三
条
第
二
項

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

各
号

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

同

上

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該

株
主
等
償
還
差
益
に
対
す

株
主
等
償
還
差
益
に
対
す

る
所
得
税
の
額
に
百
分
の

る
所
得
税
の
額
に
百
分
の

一
・
一
を
乗
じ
て
計
算
し

二
・
一
を
乗
じ
て
計
算
し

た
金
額
に
当
該
所
有
期
間

た
金
額
に
当
該
所
有
期
間

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
復
興
特

金
額
に
相
当
す
る
復
興
特

別
所
得
税
の
額

別
所
得
税
の
額

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
四
条
の
三
第

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

四
項

と
す
る

と
し
、
同
条
第
五
項
に
規

同

上

と
し
、
同
条
第
五
項
に
規

定
す
る
徴
収
さ
れ
た
復
興

定
す
る
徴
収
さ
れ
た
復
興

特
別
所
得
税
の
額
の
う
ち

特
別
所
得
税
の
額
の
う
ち

特
定
社
会
保
険
料
に
対
応

特
定
社
会
保
険
料
に
対
応
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す
る
部
分
の
金
額
と
し
て

す
る
部
分
の
金
額
と
し
て

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、

よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、

当
該
百
分
の
二
十
を
乗
じ

当
該
百
分
の
二
十
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
百
分

て
計
算
し
た
金
額
に
百
分

の
一
・
一
を
乗
じ
て
計
算

の
二
・
一
を
乗
じ
て
計
算

し
た
金
額
と
す
る

し
た
金
額
と
す
る

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

国
税
通
則
法

第
五
条
第
一
号

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

施
行
令

予
定
納
税
に
係
る

予
定
納
税
に
係
る
所
得
税

所
得
税
で
同
法

所
得
税
等
で
所
得
税
法

所
得
税
で
同
法

等
で
所
得
税
法

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
二
十
四
条
第

予
定
納
税
に
係
る

予
定
納
税
に
係
る
所
得
税

同

上

所
得
税
（
当
該
所

所
得
税
等
（
当
該
予
定
納

一
項
第
一
号

所
得
税
（
当
該
所

等
（
当
該
予
定
納
税
に
係

得
税

税
に
係
る
所
得
税
等

得
税

る
所
得
税
等

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

省

略

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

地
方
税
法
施

第
七
条
の
十
九

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

行
令
（
昭
和

第
二
項

二
十
五
年
政

同
法
第
二
条
第
一

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項

同
法
第
二
条
第
一

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項

令
第
二
百
四

項
第
五
号

第
五
号

項
第
五
号

第
五
号

十
五
号
）

及
び
第
四
項

か
ら
第
四
項
ま
で

控
除
限
度
額
。

控
除
限
度
額
に
復
興
特
別
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所
得
税
に
関
す
る
政
令
（

平
成
二
十
四
年
政
令
第
十

六
号
）
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
所
得
税
法

施
行
令
第
二
百
五
十
八
条

第
五
項
第
二
号
に
規
定
す

る
復
興
特
別
所
得
税
控
除

限
度
額
を
加
算
し
た
金
額

。

省

略

省

略

同

上

同

上

第
七
条
の
十
九

国
税
の
控
除
限
度

所
得
税
法
第
九
十
五
条
第

第
七
条
の
十
九

国
税
の

所
得
税
法
第
九
十
五
条
第

第
三
項

額

一
項
に
規
定
す
る
控
除
限

第
三
項

一
項
に
規
定
す
る

度
額
（
当
該
年
に
お
い
て

非
居
住
者
で
あ
つ
た
期
間

第
七
条
の
十
九

か
ら
当
該
前
年
以

か
ら
当
該
前
年
以
前
三
年

を
有
す
る
者
が
、
当
該
期

第
五
項

前
三
年
内
の
各
年

内
の
各
年
の
所
得
税
法
第

間
内
に
生
じ
た
所
得
に
対

の
国
税
の

九
十
五
条
第
一
項
に
規
定

し
て
外
国
の
所
得
税
等
を

す
る

課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
年
の
所
得
税
法
施
行
令

の
同
項

の
前
項

第
二
百
五
十
八
条
第
五
項

第
一
号
に
規
定
す
る
控
除

に
当
該
前
年
以
前

に
当
該
前
年
以
前
三
年
内

限
度
額
。
以
下
こ
の
条
及

三
年
内
の
各
年
の

の
各
年
の
同
条
第
一
項
に

び
第
四
十
八
条
の
九
の
二

国
税
の

規
定
す
る

に
お
い
て
「
所
得
税
の
控

除
限
度
額
」
と
い
う
。
）

第
七
条
の
十
九

が
当
該
前
年
以
前

が
当
該
前
年
以
前
三
年
内

第
六
項

三
年
内
の
各
年
の

の
各
年
の
所
得
税
法
第
九

第
七
条
の
十
九

国
税
の
控
除
限
度

所
得
税
の
控
除
限
度
額

国
税
の

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

第
五
項
及
び
第

額

る

六
項

同
項
に
規
定
す
る

第
四
項
に
規
定
す
る
道
府
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道
府
県
民
税

県
民
税

、
当
該
前
年
以
前

、
当
該
前
年
以
前
三
年
内

三
年
内
の
各
年
の

の
各
年
の
同
条
第
一
項
に

国
税
の

規
定
す
る

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
四
十
八
条
の

国
税
の
控
除
限
度

所
得
税
の
控
除
限
度
額

第
四
十
八
条
の

国
税
の

所
得
税
法
第
九
十
五
条
第

九
の
二
第
四
項

額

九
の
二
第
四
項

一
項
に
規
定
す
る

、
第
六
項
及
び

第
七
項

第
四
十
八
条
の

か
ら
当
該
前
年
以

か
ら
当
該
前
年
以
前
三
年

九
の
二
第
六
項

前
三
年
内
の
各
年

内
の
各
年
の
所
得
税
法
第

の
国
税
の

九
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る

同
条
第
四
項

第
七
条
の
十
九
第
四
項

に
当
該
前
年
以
前

に
当
該
前
年
以
前
三
年
内

三
年
内
の
各
年
の

の
各
年
の
同
法
第
九
十
五

国
税
の

条
第
一
項
に
規
定
す
る

各
年
の
同
項

各
年
の
第
七
条
の
十
九
第

四
項

第
四
十
八
条
の

が
当
該
前
年
以
前

が
当
該
前
年
以
前
三
年
内

九
の
二
第
七
項

三
年
内
の
各
年
の

の
各
年
の
所
得
税
法
第
九

国
税
の

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る

同
項
に
規
定
す
る

第
五
項
に
規
定
す
る
道
府

道
府
県
民
税
の
控

県
民
税
の
控
除
余
裕
額
は

除
余
裕
額
は
、
同

、
第
七
条
の
十
九
第
四
項
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条
第
四
項

、
当
該
前
年
以
前

、
当
該
前
年
以
前
三
年
内

三
年
内
の
各
年
の

の
各
年
の
同
法
第
九
十
五

国
税
の

条
第
一
項
に
規
定
す
る

省

略

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

２

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に

２

同

上

掲
げ
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

省

略

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

租
税
特
別
措

第
四
十
一
条
の

徴
収
さ
れ
る
所
得

徴
収
さ
れ
る
所
得
税
及
び

同

上

同

上

徴
収
さ
れ
る
所
得

徴
収
さ
れ
る
所
得
税
及
び

置
法

十
二
第
四
項

税
は
、
政
令
で
定

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

税
は

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

め
る
と
こ
ろ
に
よ

興
の
た
め
の
施
策
を
実
施

興
の
た
め
の
施
策
を
実
施

り
、
同
項

す
る
た
め
に
必
要
な
財
源

す
る
た
め
に
必
要
な
財
源

の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
十
七
号
）
第
二
十

律
第
百
十
七
号
）
第
二
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
所
得
税
の
徴
収
に

り
当
該
所
得
税
の
徴
収
に

併
せ
て
徴
収
さ
れ
る
復
興

併
せ
て
徴
収
さ
れ
る
復
興

特
別
所
得
税
は
、
政
令
で

特
別
所
得
税
は

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
項

省

略

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上
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３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
国
税
通
則

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
所
得
税
又
は
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
国
税
通
則

法
及
び
国
税
通
則
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

法
及
び
国
税
通
則
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

４
・
５

省

略

４
・
５

同

上

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
四

条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
生
ず
る
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

置
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
条
約
等
の
実

施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
五
条
の
二
の
二
第
五
項
の
給
与
又
は
報
酬
に
対
す
る
所

得
税
に
係
る
同
項
の
特
定
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
生
じ
た
同
項
の

給
与
又
は
報
酬
に
対
す
る
所
得
税
に
係
る
同
項
の
特
定
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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